
①賃上げ方針を策定して従業員へ表明

②賃上げ方針の表明を受けたことを確認

④計画認定

従業員
（代表のみも可）

中小事業者等

③市区町村へ申請
・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付

★ 雇用者給与等支給額の増加率が１．５％以上、または
  ３．０％以上となる賃上げ方針の表明が必要

市区町村
雇用者給与等支給額（注１）の増加率  ＝  【Ａ】－【Ｂ】

                      【Ｂ】

（注１）雇用者給与用支給額とは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入される国内雇用者に対する給与等（棒給・給料・賃金・歳費および賞与並
びに、これらの性質を有する給与）の支給額のこと。


